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「法曹の養成に関するフォーラム」の議事の公開を求める会長声明 
 
 

平成２３年５月１３日、内閣官房、総務省、法務省、財務省、文部科学省
及び経済産業省は共同で「法曹の養成に関するフォーラム」の開催を発表し
た。 
 フォーラムにおいては、司法制度改革の理念を踏まえ、法務省及び文部科
学省による「法曹養成制度に関する検討ワーキングチーム」の検討結果（平
成２２年７月６日）と司法修習給費制の１年間の延長を決めた裁判所法一部
改正の際の衆議院法務委員会決議（同年１１月２４日）に基づき、まず、①
本年８月までに給費制の存廃問題を含む法曹養成課程への経済的支援の在り
方が検討され、引き続いて、②法曹人口問題を含む法曹養成制度全体の在り
方が検討されることになっている。本来、このフォーラムは、本年３月から
開催される予定とされていたが、東日本大震災により、その開催が２か月遅
れたものである。 
 法曹の養成は、法曹三者に通有する社会正義を実現し基本的人権を擁護す
る人材の育成のためのプロセスとして、市民生活に直結する国家の重要問題
である。フォーラムは、法科大学院を中核とする新しい法曹養成制度の現在
の実情がその理念を実現できているかという観点から、法曹養成に関する諸
課題を検討する極めて重要な会議である。したがって、フォーラムにおいて
は、関係諸機関及び有識者が、市民の素直な意見に耳を傾け、公開の手続の
中で、自らの責任を自覚した十分な審理を尽くしたうえで、具体的な改善方
法の合意に至ることが期待されている。 
 しかるに、発表されたフォーラムの「検討の進め方」によれば、このフォ
ーラムの会議は非公開とされている。また、議事内容については「原則とし
て、会議終了後速やかに議事録を作成して公表する」とされるに過ぎず、発
言者の氏名が明示されるかは明らかではない。 
 しかし、特に東日本大震災の影響でフォーラムの開催が遅れたこともあり、
司法修習の給費制の存廃の結論を得るための期限が切迫しているという現状
のもとで、会議が公開されず、事後に議事録が公表されるにとどまったので
は、市民が適時にその検討過程を検証し、意見を述べることはできない。法
曹養成制度の重要性に鑑みるとき、フォーラムでの議論は市民に開かれたも
のでなければならない。そして、発言者が、その責任を自覚して意見を述べ
るためには、議事録において、その発言者の氏名が明示されるべきである。 
「法曹養成制度に関する検討ワーキングチーム」の検討結果においても、フ
ォーラムの在り方について、「関係者の間だけで検討するのではなく、国民
に開かれた議論の場を設け、正確かつ十分な現状分析を行い、幅広い意見を
聞いて総合的かつ多角的な検討を行えるようにする必要がある。」と指摘さ
れているところである。 
 したがって、フォーラムの会議は公開とされ、また、その議事録も発言者
の氏名を明示したものが公表されるべきである。司法制度改革審議会や先般
の「検察の在り方検討会議」においては、いずれも別室におけるモニター形
式で会議が公開され、かつ、発言者の氏名がすべて明示された議事録が公表
された。このようにしてはじめて、市民はその議論に対して適時にかつ十分
な意見を表明することができ、フォーラムにおける検討が市民の意見を反映
したものとなる。 
 よって、当会はフォーラムを構成する関係諸機関及び有識者に対し、会議
を公開し、かつ、公開される議事録において発言者の氏名を明示することに
よって、市民に開かれた充実した審理を行うよう強く求めるものである。 
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